
不燃化特区制度の支援拡充等【Ｒ８年度の拡充】

整備地域等不燃化集中促進事業の創設【Ｒ８年度の新規】

17区、44地区、約3,020haにおいて、事業を実施

支援策の拡充

不燃化特区制度の延長

〇高齢者世帯への建替え加算助成支援 新設

・高齢者世帯と子世帯等が同居するための建替えを支援
高齢者世帯の居住面積増加に係る建築費用の一部を助成

〇無接道敷地等解消促進支援 新設
・建替えが進みにくい無接道敷地の解消を支援
隣接地との敷地統合による無接道敷地の解消に必要な測量費・登記費等を助成

不燃化に向け一歩踏み込んだ取組として行ってきた、老朽建築物の除却や建替えへの助成、固
定資産税等の減免などの特別な支援を、2030（令和12）年度まで5年間延長

事業実施地区

「整備地域等不燃化集中促進事業」の創設と「不燃化特区制度」の拡充を行い、整備地域等の不燃化
を加速していきます。

不燃化特区

（44地区 約3,020ha）

凡 例

令和８年度からの施策の強化 別紙１

不燃化特区

2026（令和8）年４月１日に不燃化特区を指定します。

〇17区、44地区、約3,020haを指定（※下図参照）

〇これまでの取組により不燃化が図られた地区の指定を終了
・終了地区：西新宿五丁目地区（約7.5ha）・放射2号線沿道地区（約7.9ha）

補助28号線沿道地区（約3.8ha ）・太子堂・三宿地区（約80.7ha ）
本町二～六丁目地区（約74.1ha ）・弥生町三丁目周辺地区（約21.3ha ）
池袋本町・上池袋地区（約124.3ha ）・大山駅周辺西地区（約9.6ha ）

整備地域や防災環境向上地区の局所的に不燃化が進まない区域の防災性向上に向けて、防火
規制の強化と併せて、老朽建築物除却や建替え促進を支援

①専門家派遣支援（まちづくりコンサルタント派遣、無接道敷地等対策コーディネーター派遣、
士業派遣、戸別訪問の助成）

②老朽建築物除却支援(除却費の助成)
③建替え促進支援(建築設計費・工事監理費の助成)

〇隣接地との敷地統合による「無接道敷地」の解消

道路に接道
していない
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○除却費の助成

(支援②)

○専門家の派遣
(支援①)

○建築設計費
工事監理費の助成
(支援③)

補助内容

事業概要
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